
書式第 17号 (法第 55条関係 )

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人礎の石孤児院 事 業 年 度 2023年 4月 1日 へ́2024年 3月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第32条第1項各号に対応しています。以下同じです。

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

借
■
ノヽ 先 金    額

該当事項なし 円

円

円

円

ノゝ
ロ 計 円

該当事項なし

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員取会費

賛助会員受取会費

受取寄付金

受取助成金

その他の収入 (受取利息)

1,069,000円

786,500円

28,970,756 FI]

2,072,537円

199円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

△
ロ 計 32,898,992「 ]円

(3)その他



2 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

5,000,000円 寄付金

3,000,000円 寄付金

1,114,964円

「世界の人々のための JICA

基金」活用事業 助成金

 1,000,000円 寄付金

 972,000円 寄付金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

 

  

 13,458,658 FI]

ザンビア孤児院運営支援

ンコンベ地区 HIV孤児支援

 
 

  

    

 

10,164,327円 カンポジア孤児院運営支援

 

  

 

 

 

2,989,134円

フィリピンの子どもの支援

(教育支援、学用品支給、食料支

援)

 1,882,200円 事務所家賃の支払

 543,642円
プラジル孤児院を設立運営するため

の準備・ リサーチ



(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人 との

関  係
譲 渡 資 産 の 内 容

渡

日月

譲

年
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当事項なし 円

円

円

円

取 引 先 の 氏 名 等
法人 との

関  係
貸付資産の内容

貸  付

年 月 日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当事項なし 円

円

円

円

取 引 先 の 氏 名 等
法人 との

関  係
役務の提供の内容

役務の提

供年月日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

 

ニュースレター

(月 間)

デザイン料

パンフレット

デザイン料

2023年

4月 1日

2024年

3月 31

日

266,000円

・月額 20,000円

+至急対応加算額

3000円 (2回 )

・パンフレット制作

20,000円

円

円

円

3 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万 円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

  251,200円

円

円

円

円

2023年 7月 10日 他



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口 を除く。)、 口 給

与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額]

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の規族又はこれ

らの者と特殊の関係にある者 〈注1)(以下 「役員等」という。)に対する報酬又は給与の支給について

記載してください。

(注 1)「役員、社員、職員若 しくは寄附者若 しくはこれらの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく

は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三規等以内の親族でこれらの者と生計を―にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。 )

氏 名 職 名
法人との関係

(注 2)

報酬・給与の

区    分
支 給 期 間 等 支 給 金 額

 給 与 2023年 4月 1

日～2024年 3

月 31日

1,200,000円

 給 与 2023年 4月 1

日～2024年 3

月 31日

360,000円

 給 与 2023年 4月 1

日～2024年 3

月 31日

 給 与 2023年 4月 1

日～2024年 3

月 31日

(注 2)注 1の①～④の内容を具体的に記述します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 年  月  日 年  月  日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

0人 0円



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

 

 

  

  
 

  

 

  

 

 

 

2023年

4月 1日 ～

2024年

3月 31日

(毎月 )

2023年

4月 1日 ～

2024年

3月 31日

(毎月 )

2023年

4月 1日 ～

2024年

3月 31日

(毎月 )

10,164,327円

13,458,658円

2,989,134円

円

カンボジア孤児院の

運営資金の援助

ザンビア孤児院の

運営資金の援助

ンコンベ HIV孤児

支援

フィリピンの孤児

の救済費用援助

円

円

円

円

円

合   計
26,612,119円



6 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに

その実施 日]

実  施  日 使 途 金   額

2023‐年:4月 19日 フィリピンの孤児の救済費用援助 136,505円

2023‐年15月  17日 フィリピンの孤児の救済費用援助 146,168円

2023`年 :6月 15日 フィリピンの子どもの就学支援 (学費)のため 594,712円

2023`年 16月 21 日 フィリピンの孤児の救済費用援助 136,499円

2023´年17月 28日 フィリピンの孤児の救済費用援助 136,432円

2023年 8月 3日 フィリピンの子どもの就学支援 (学費)のため 565,721円

20231「 8月 23 日 フィリピンの孤児の救済費用援助 136,432円

2023年 9月 20日 フィリピンの孤児の救済費用援助 136,435円

2023年 10月 25 日 フィリピンの孤児の救済費用援助 156,468円

2023年:11月 24日 フィリピンの孤児の救済費用援助 137,745円

2023`年112月 28日 フィリピンの孤児の救済費用援助 135,660円

2023‐年112月 28 日 フィリピンの子どもの就学支援 (学費)のため 159,222円

2024`年 11月  19日 フィリピンの孤児の救済費用援助 137,156円

2024年 2月 22日 フィリピンの孤児の救済費用援助 136,1】04円

20241「 3月 22 日 フィリピンの孤児の救済費用援助 137,075円

2023`年 :4月 19日 カンボジアスタッフ支援費用 30,992円

2023`年:4月 20日 カンボジア孤児院の運営資金の援助 583,253円

2023`年 15月  17日 カンボジア孤児院の運営資金の援助 610,130円

2023`年15月  17日 カンボジアスタッフ支援費用 31,106円

20231「 6月 6日 カンボジアスタッフ支援費用 149,280円

20231「 6月 15日 カンボジア孤児院の運営資金の援助 641,078円

2023年 7月 3日 カンボジアスタッフ支援費用 70,000円

2023`年:7月 21 日 カンボジア孤児院の運営資金の援助‐1 51,000円

2023年 7月 21日 カンボジア孤児院の運営資金の援助・2 588,390円

2023`年:7月 21 日 カンボジアスタッフ支援費用 50,000円

2023`年:8月 14日 カンボジア孤児院の運営資金の援助‐1 420,003円



338,453円

43,903円

649,287円

50,056円

32,000円

798,830円

30,000円

583,157円

1,161,639円

624,513円

100,735円

521,390円

509,024 FI]

62,825円

107,800円

641,710円

615,853円

363,149円
|

250,000円

1,064円

250,000円

1,016円

50,000円

321,(Ю 9円

135,970円

2,001,027円

255,966円

45,000円

115,287円

2023‐年:8月 14日

2023年 8月 14日

2023年 10月 25日

2023‐年110月 25日

2023年 11月 22日

2023年 11月 22日

2023‐年112月 21 日

2023年 12月 21日

2023年 12月 21日

2024年 1月 19日

2024`年 12月 25 日

2024年 2月 25日

2024年 2月 25日

2024´年:2月 25日

2024年 2月 25日

2024`年:3月 22日

2024年 3月 25日

20231「 4月 20 日

2023`年 14月 28日

2023`年 14月 28日

2023年 5月 12日

2023`年:5月 12 日

2023年 5月 17日

20231「 5月 17 日

2023年 5月 31 日

2023年 6月 6日

2023年 6月 15日

2023年 16月  15日

2023`年17′月 13日

カンボジア孤児院の運営資金の援助‐2

カンボジア孤児院の運営資金の援助‐3

カンボジア孤児院の運営資金の援助

カンボジアスタッフ支援費用

カンボジアスタッフ支援費用

カンボジア孤児院の運営資金の援助

カンボジアスタッフ支援費用

カンボジア孤児院の運営資金の援助

カンボジア孤児院運営資金 (車購入)の援助

カンボジア孤児院の運営資金の援助

カンボジア孤児院運営資金 (車購入)の援助‐
1

カンボジア孤児院運営資金 (草購入)の援助・2

カンボジア孤児院の運営資金の援助‐1

カンボジア孤児院の運営資金の援助‐2

カンボジア孤児院の運営資金の援助‐3

カンボジア孤児院の運営資金の援助

カンボジア孤児院運営資金 (車購入)の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ゆうちょ財団助成金 (ザ ンビア HIV孤児支援 )

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ゆうちょ財団助成金 (ザンビア HIV孤児支援)

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビアスタッフ支援費用

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金 (車購入)の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助・1

ザンビア孤児院の運営資金の援助‐2

JICA基金助成金 (ザ ンビア HIV孤児支援 )



2023年 7月 13日

2023年 7月 13日

2023‐年:7月 13日

2023‐年17月 13日

2023`年:7月 15 日

20231「 8月 18日

20231「 8.月 18日

2023年 8月 28日

2023`年:9月 4 日

2023`年19月 20日

2023年 9月 20日

2023‐年:10月 6日

2023年 10月 16日

2023・年110月 23 日

2023年 11月 22日

2023`年112月 6日

20234午:12月 21 日

2023‐年:12月 21 日

2024‐年11月 22 日

2024‐年:1月 22 日

2024`年 11月 22日

2024‐年:1月 22日

2024‐年11月 29日

20241「 2月 5日

2024年 2月 8日

2024年 2月 21 日

2024年 2月 21 日

2024`年12月 26 日

2024`年13月 22日

2024`年13月 31 日

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア学校の運営資金の援助・1

ザンビア学校の運営資金の援助・2

ザンビアスタッフ支援費用

ザンビアスタッフ支援費用

ザンビアスタッフ支援費用

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビアスタッフ支援費用

ザンビア学校の運営資金の援助

ザンビアスタッフ支援費用

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア学校の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビアスタッフ支援費用

ザンビアスタッフ支援費用

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビアスタッフ支援費用

ザンビア学校の運営資金の援助

ゆうちょ財団助成金 (ザ ンビア HIV孤児支援 )

ザンビア学校の運営資金の援助

ザンビアスタッフ支援費用

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビア孤児院の運営資金の援助

ザンビアスタッフ支援費用

JICA基金助成金 (ザ ンビア HIV孤児支援)

ザンビア孤児院の運営資金の援助

JICA基金助成金 (ザ ンビア HIV孤児支援 )

301,044円

107,500円

92,500円

30,000円

101,062円

16,000円

297,428円

51,003円

584,767円

310,997円

5,386円

83,784円

303,318円

2,167,447円

300,993円

89,043円

30,000円

299,791円

289,654円

10,957円

213,826円

407,573円

250,927円

400,929円

900,968円

397,968円

20,01X)円

730,175円

414,174円

269,502円



2023年 4月 20日

2023年 5月 18日

20231「 6.月 22 日

2023‐年17月 26日

20231「 8月 23 日

2023年 9月 20日

2023+年:10′1 25 日

2023‐年 11月 21日

2023´年:12月 21 日

2024‐年:1月 16日

20244年:3月 20日

ブラジル孤児院運営準備

プラジル孤児院運営準備

ブラジル孤児院運営準備

ブラジル孤児院運営準備

プラジル孤児院運営準備

ブラジル孤児院運営準備

プラジル孤児院運営準備

プラジル孤児院運営準備

ブラジル孤児院運営準備

ブラジル孤児院運営準備

ブラジル孤児院運営準備

48,Oα〕円

57,Oα)円

48,Oα)円

48,000円

48,00Ю 円

88,0(X)円

48,0∞ 円

48,000円

33,400円

33,242円

35,000円



法人名 特定非営利活動法人礎の石孤児院 チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

{2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

′
げ

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

∝ 1)

C主 2)

各欄の人数等|よ 第3表付表1「役員の状況」から転配してくださしヽ

③及訳〕こついては、′!lL点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多い

「親族等」のグル

ープの人数

割 合

(②÷①

最も人数が多い 「
特定の法

人の役員又は使用人である

者及びこれらの者の親族

等」のグループの人数

割 合

(④■

③

① ② ③ ④ ⑤

④ 2023年 4月 1日 ～2唸4年 3月 31日
9人 0人 0% 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

③ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

だし ヽ

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

G意1中D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)|よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規租崎授出書握Dの提出時においても配載及び添

付する必要があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬朗塵等提出書類)に配載した事項について、

添付を省略することができます。

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

O該当する項目を0で田み、監■口鳴●又は第3表付表2『帳用輻饉0献況」を重付してください。

項
日

】 ◎ ⑮ ◎ ④ ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

は い

い い

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている       〈
⌒

は い  
｀

、 _…´ ノ

いいえ

, はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
曰

【 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申副郭寺

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有 )有・無 有・無 有。無 有・無 有・無 有・無

第3表 (りOD

(注意:コQ
認定の有効期間の更新の申請に当たつて1よ 法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。



法人名
特定非営利活動法人

礎の石孤児院
③ ⑥ ◎ ④ ◎ 申 請 時

役  員  数 9人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

∝重中①

認定の有効期間の更新の申請に当たつて:よ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬颯曜等提出書題)に配載した事項について、添

付を省略することができます。

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名
続柄

等

就 任 等 の 状 況

④ ⑤ ◎ ① ◎ 申請時
就任・退任

年月日

北野 直人

木原 真

秋元 俊人

真境名 歩

小野島 正彰

弓野 正道

永藤 義明

小林 直樹

杉澤 公夫

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

監事

監事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

2∞4年

5月 15日

就任

2∞ 1年

12月 14日

就任

2∞ 1年

12月 14日

就任

2(X4年

5月 15日

就任

2008年

5月 10日

就任

2()12年

6月 2日

就任

2()12年

6月 2日

就任

2018‐午

6月 2 日

就任

2018年

6月 2日

就任



書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表 2

法人名 特定非営利活動法人 礎の石孤児院

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 詞帳の時期 保存期間

仕訳日記帳 会計ソフト (会計王)使用

ルーズリーフ

都度 10年

総勘定元帳 会計ソフト (会計王)使用

ルーズリーフ

都度 10年

寄付金一覧表 マイクロソフト (アクセス)

使用

ルーズリーフ

都度 10年

m嗜目D
.「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝莉 、「出金日和、「振替伝淵し、1薔虚出納帳」、「総勘定元帳」などのように言躙 tし ます。
.「左α脚静10影魯」欄は、「単莉 、「ルーズリーフ」、「装T欄障」などのように記載します。

「記帳の時期」欄は、:Ⅷ時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

認定の有効期間の更新の申請に当たつて:ム 法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬頗曜暉提出書窺)に記載した内容に

"Eがないとき:よ 添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人 礎の石孤児院 チェッタ欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の和隣を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

/

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ 申言印寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動
有・⑬ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 4口: 有 ・ 無 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動
有・⑩ 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有・① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無

ロ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申言申寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関し
‐
(11月l●メ1∫益:の,t与の有

‐
無

有・③ 有・無 有・無 有・無 有・無 有 。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における剛 こ比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有・① 有・無 有。無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の利益の供与の有無
有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対するマ綱 の有無
有。① 有・無 有 。無 有・無 有・無 有・無

イ

書式第10号 (法第44条・51条・58条段託系)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初コD

∝菫中Q
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第

“

条第:項に基づく書類 (役員報酬朗程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)(ハ及び二)」 の記職及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつて1よ 法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。



書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に配載及び添

付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人礎の石孤児院 チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細員11(社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち 10人

以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者 との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら

の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況

a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)

b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

′
′



書式第14号 (法第44条・51条・58条段議系)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営禾1括動法人礎の石孤児院

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェッタ欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(滋抑

・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬韻曜雪提出書類)の提出時に当たっては 認定基準等チェック表 (第 6表及び第8わ

は、配載する必要はありません。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第55条第1項に基づく書類 (役員報酬頗曜麟提出響順)に記載した事項について、改めて配職する必要はありません。

6実 績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 征
¨

有 征
（

有 ・ 無 有 征
ハ

有 任
ヽ

有 ・ 無

7法 令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

′
ソ

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定墨率等チェック表 彿 7つ !よ 法第5条第l呵こ基づく1目1(役員纏梱躍割世 1書わ 0"出申こ
=蘭

扱

び添付する必要があります。

③ ⑥ ◎ ④ ◎ ① 申 請 時

有・ ① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 征
ヽ

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人礎の石孤月院 チェッタ欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法
人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され

た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暑力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2“ 条等 い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力国の構成員等 は2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (2
定ュ_重」墜ヨ重墾」L』ヨ園Eg2宜」堕』口1□

`2」

雪壼i⊆≧皇饉堕±三1」1_二」1聾塑L里11量笠盆」≧菫」ヒ
=:塁

LL』二菫睡聾コ型」」L」l【≦Z≧生l」塑び
L□螢湿違歴墨知事及び市区堕世量墾ら交旦豊量けと:壺:堕1処2:塁:壼:∠,菫l壺i墨1国□:墜!22:國 1壺らく燿塁と:L2生立)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の続制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特

定非営利括働法人又は当該特伊1認定特定琲増

"麟
人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しなし渚 の有無

有。①

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有・(0

特定非営和中 しくは暴力団員による不当行為防止法に級 したことにより、若しくは刑

法第2∝ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に連反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有・①

暴力団の構成員等の有無 有・⑩

は い いヽ え
，

一 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

定枚又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 は い \L \i

国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない喘た人

は い・
４

耐
薇

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、
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(注 1)その他の事務所がある場創ま、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)i3ミ拝弐串田ヨtげ訊萱F寄崎量とし書には添付不要

「その4」 並びに関係都道府県知事及び市区町村長か とる割嗜鮨証ワ‖卜を添付する

国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 E!( fい い

次のいずれ力ヽ こ該当する法人
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暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人
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